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移動図書館車巡回場所及び日程一覧 
令和６年４月１日現在 

※Ａコース「玉穂第２団地」は、月の第１巡回日に限り「玉穂第２団地」→「市民交流センター ふじざくら」の順に巡回している。 

※新図書館移転後の巡回場所については、教育委員会と指定管理者とて協議し、決定する予定である。 

曜 日 
コ
ー
ス 

巡 回 時 間 

午前１０：００ 

～１０：４５ 

午前１１：００ 

～１１：４５ 

午後 １：１５ 

～ ２：００ 

午後 ２：１５ 

～ ３：００ 

午後 ３：１５ 

～ ４：００ 

火曜日 

Ａ 

高根学園 高根第１保育園 玉穂第４団地 桜公園 
御殿場市 

教育支援センター 

水曜日 原里第１保育園 未来こども園 町屋区池の平 神山認定こども園 富士見原区集会所 

木曜日 原里第２保育園 
玉穂第２団地 

市民交流センター ふじざくら 
杉名沢公民館 栢ノ木区防災広場 東田中区中央公民館 

金曜日 玉穂幼稚園 玉穂第１保育園 
富士山市民のサロン 

けやきかん 
御殿場団地 高根小学校 

火曜日 

Ｂ 

高根第２保育園 東保育園 上小林分校 
認定こども園 

ぶらんこ 

印野小学校 

放課後児童クラブ 

水曜日 印野こども園 中畑南区公民館 永原地区公民館 大坂区コミセン 神山区公民館 

木曜日 大沢１組 森之腰幼稚園 原里幼稚園 
認定こども園 

双葉保育園 
北畑第２公民館 

金曜日 
神山地区生涯学習 

センター くすのき 
竈幼稚園 

富士山市民の 

サロン「けやきかん」 
富士岡幼稚園 神山小学校 



図書館
システム

オフィス
ソフト

窓口用端末（デスクトップ型） 4
御殿場市立図書館一般カウンター　2台
御殿場市立図書館児童カウンター　1台
富士岡地区図書館カウンター　1台

〇 〇

業務用端末（デスクトップ型） 4
御殿場市立図書館事務室　3台
御殿場市立図書館閉架書庫　1台

〇 〇

利用者用インターネット端末 2 御殿場市立図書館一般書架内　2台 × ×

利用者用資料検索端末OPAC（タッチパネル式型） 5

御殿場市立図書館一般書架内　2台
御殿場市立図書館児童書架内　1台
御殿場市立図書館禁帯本コーナー　1台
御殿場市立図書公開書庫　1台

〇 ×

移動図書館用端末（ノート型） 2 移動図書館（御殿場市立図書館事務室）　2台 〇 ×

貸出し用タブレット端末 5 御殿場市立図書館一般カウンター　5台 × ×

自動貸出機（レシートプリンタ含む） 5

御殿場市立図書館利用者出入口　1台
御殿場市立図書館一般カウンター付近　2台
御殿場市立図書館児童カウンター付近　1台
富士岡地区図書館予約室　1台

自動返却機 1 御殿場市立図書館館内返却ポスト　1台

セキュリティゲート 2
御殿場市立図書館利用者出入口　1式
御殿場市立図書館予約室　1式

予約棚管理システム 1
御殿場市立図書館予約室
※IC予約棚（資料800点程）
※予約照会機　1台

学習室等予約受付端末 2

御殿場市立図書館カウンター付近　1台
御殿場市立図書館学びのコマ付近　1台
※予約管理システム・イベント管理システムの管理
含む。

電子新聞端末 2 御殿場市立図書館新聞のコマ内　1台

レシートプリンタ 12

御殿場市立図書館一般窓口用端末　2機
御殿場市立図書館一般窓口用端末　1機
御殿場市立図書館利用者用資料検索端末OPAC　5機
富士岡地区図書館窓口用端末　1機
移動図書館車内　1機
御殿場市立図書館事務室内（予備）　2機

バーコードリーダ 9

殿場市立図書館窓口用端末　4機
御殿場市立図書館業務用端末　2機
富士岡地区図書館窓口用端末　1機
移動図書館車内　1機
御殿場市立図書館事務室内（予備）　1機

ハンディターミナル（バーコード用） 4 御殿場市立図書館事務室内　4機

ハンディターミナル（IC用） 1 御殿場市立図書館事務室内　1機

ICリーダライター 2 御殿場市立図書館事務室内　2台

モノクロレーザープリンタ 1 御殿場市立図書館事務室内　1台

※その他に、各端末付属機器、ハンディターミナル用充電器類一式、プリンタケーブル、ネットワーク機器類一式がある。
※ICタグ関連機器を管理する端末の管理含をむ。
※マイナンバーカードやデジタル利用カードを用いた貸出システムの導入について予定している。

ソフト導入の有無
名称 数量 設置予定場所

御殿場市立図書館システム端末機器一覧

２．機器一覧（予定）

１．図書館システムソフトウェア

　　令和７年度前半に決定予定（現在は、富士通株式会社　Ｗｅｂｉｌｉｓを使用している。）

　図書館システムソフトウェア及び各機器については新図書館の開館に合わせて現在検討中であり、令和７年度前半に決定予定
です。ここでは公募時点で導入を予定しているものを掲載しており、今後変更となる場合があります。各端末機器及びそれらに
付随する機器、管理システム等の管理運用をお願いします。



御殿場市立図書館資料収集方針 

 

御殿場市立図書館は、あらゆる種類の知識と情報を入手できるようにする、

地域の情報センターである（ユネスコ公共図書館宣言）、との認識に基づき、基

本的人権のひとつである知る自由を持つ市民に、資料と施設を提供することを

最も重要な任務（図書館の自由に関する宣言）とする社会的機関である。 

この理念のもとに御殿場市立図書館は、図書館法に基づく図書館として、す

べての市民の教養、調査研究あるいはレクレーションに資するために、資料収

集を行う。 

 

（目的） 

 この方針は、御殿場市立図書館の資料収集、選定について基本的な事項を示

し、より充実した蔵書を構築し、もって利用者サービスの向上に資することを

目的とする。 

 

（基本姿勢） 

資料収集は、潜在的なものを含め、市民の図書館に対する期待と要求に沿っ

た資料提供を前提としてなされるものであり、以下のことに留意する。 

 

１ 市民の知る権利を保障する機関として、対立する意見のある問題について

は、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。ただし、人間の尊厳を著

しく傷つけるものや、公共の場にふさわしくないものは除く。 

 

２ 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除するこ

とはしない。 

 

３ 図書館員の個人的な関心や好みによって収集をしない。 

 

４ 個人、組織、団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛

糾をおそれての自己規制はしない。 

 

５ 図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それ

を図書館及び図書館職員が支持するものではない。 

 

（収集方法と責任） 

１ 資料収集は教育委員会及び図書館職員が行う。 

２ 資料収集及び資料の市民への提供責任者は、教育委員会である。 



（資料の提供） 

 資料の収集と提供は、図書館サービス網の充実によって実現される。本館、

地区図書館、移動図書館を通して寄せられる幅広い要求に応えられるよう、各

分野にわたって必要な資料を収集する。 

 

（収集資料の種類と範囲） 

 詳細は資料選定基準による。 

１ 図書（一般図書、参考図書、児童図書） 

２ 郷土資料 

３ 逐次刊行物（新聞、雑誌等） 

４ 視聴覚資料 

５ 障害者用資料 

６ その他 

 



御殿場市立図書館資料選定基準 

 

この基準は「御殿場市立図書館資料収集方針」に基づき、各分野の資料を選定す

る際のよりどころとなるものである。 

一般図書は十進分類法の類ごとに、総じて適用される基準を箇条書きにし、次に

分類ごとに、特徴的あるいは必要な事項を記述してある。 

 他の資料については、総則的な基準を箇条書きで記述してある。 

 

１ 一般図書 

【０類 総記 ０００～０９９】 

◆ 全般的な留意事項 

（１） 情報科学については、５４８情報工学で述べる。 

（２） 図書館に関する資料は積極的に収集する。 

（３） 読書法、読書案内は積極的に収集する。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜総記＞ 

００２・００７ 

（知識、情報科学） 

・情報科学は「５４８情報工学」に分類する。 

０１０～０１９ 

（図書館、図書館学、読書） 

・新しい図書館の情報に留意する。 

・図書館サービスに関する資料は積極的に収集する。 

０２０～０２９ 

（図書、書誌学） 

・書誌学の資料は幅広く収集する。 

・著作権法の資料は最新の資料を収集する。 

・書誌及び目録類はレファレンスに役立つ資料は積極的に収

集する。 

０３０～０３９ 

（百科事典） 

・新版に留意する。 

・インターネット版については、市民の要望、施設の環境、

予算等を考慮し、導入について検討する。 

０４０～０４９ 

（論文集） 

・雑書は利用が多いので、内容を吟味し収集する。 

０５９  

（年鑑） 

・主要な年鑑は収集する。 

０７０  

（新聞） 

・縮刷版、CD-ROM版、インターネット版記事データベース等

を収集する。 

０９０  

（貸出用郷土資料） 

・郷土資料は積極的に収集する。 

・富士山の資料も積極的に収集する。 

 

 

 

 



【１類 哲学・宗教 １００～１９９】 

◆ 全般的な留意事項 

（１） 哲学・思想・心理学・倫理学は入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 

（２） 宗教に関する資料については、世界の主要な宗教の基本的資料を収集する。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜哲学・思想＞ 

１０８ 

（叢書） 

・主要な思想の体系や基本的な講座などを収集する。 

１１０～１１９ 

（哲学各論） 

・主要な思想の基本的資料を収集する。 

１２０～１３９ 

（思想） 

・日本を初め世界の主要な思想家の著作に留意する。 

・現代の思想家にも留意する。 

・原典の収集にも留意する。 

１４０～１４６ 

（心理学） 

・利用の多い分野なので幅広く収集する・ 

・主要な学説や臨床の基本的資料を収集する。 

１４７・１４８ 

（心霊研究、易占） 

・利用の多い分野であるが内容をよく吟味して収集する。 

１５０～１５９ 

（倫理学、人生訓） 

・内容をよく吟味して収集する。偏向しないようにする。 

・二宮尊徳や報徳思想に関する資料は収集する。 

・人生訓、人生論は利用が多いので幅広く収集する。 

＜宗教＞ 

１６０～１９９ 

（神道、仏教、キリスト教） 

 

・原典、歴史、入門書、概説書、実用書を体系的に収集する。 

・なるべく多くの宗教の資料を収集する。対立する意見もそ

れぞれ収集する。原則として様々な宗派の教義、宗教上の

指導者の諸作品、非宗派的な著者の解説書などを偏りなく

収集する。但し、特定宗派の教勢拡大のための宣伝的資料

は収集しない。 

 

 

【２類 歴史・伝記・地理 ２００～２９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 様々な地域や主題をとりあげた通史や各時代史は概説書を中心に収集する。 

（２） 歴史は史観、人間観の違いにより、意見の対立する分野であるので、様々な意見

のものを収集する。 

（３） 史料集、地図、年表などの基本的な資料は収集する。 

（４） 利用が多いので、歴史読み物や入門書からある程度専門的なものまで幅広く収集

する。 

（５） 地理・地誌・旅行案内は、統計やデータが最新なものを収集する。 

 

 

 



 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜歴史＞ 

２００～２０９ 

（歴史評論、世界史） 

・利用が多いので多様な資料を収集する。多巻ものの通史は

新刊に留意する。 

２１０～２１７ 

（日本史、各時代史） 

・歴史上の重要な事柄や事件、人物を扱った資料に留意する。 

・戦国時代については、大森氏、今川氏、武田氏、後北条氏

に関する資料は収集する。 

２１９ 

（地方史） 

・静岡県、山梨県、神奈川県を扱った資料は積極的に収集す

る。 

２２０～２７９ 

（各国史） 

 

・世界各国の歴史は幅広く収集する。 

・歴史上の重要な事柄や事件、人物を扱った資料に留意する。 

・国際情勢のなかで注目を浴びている地域の資料に留意する。 

＜伝記＞ 

２８０～２８９ 

（伝記） 

 

・日本人の伝記は幅広く収集する。外国人の伝記にも留意す

る。 

・人名辞典、人名録は基本的な資料を中心に幅広く収集する。 

・郷土に関係する個人の伝記及び著作は収集する。主な人々

を次に例示する。 

  伊奈半左衛門、秩父宮、徳富蘇峰（ジャーナリスト）、賀

川豊彦（農民啓蒙・高根学園）、武藤富男（出身者、キリス

ト教）、岩下壮一（神山復生病院）、白洲正子（評論家）、黒

沢明（映画監督）、西園寺公望（政治家）、岸信介（政治家）、

勝間田清一（政治家）、新田次郎（富士山測候所、作家） 

＜地理＞ 

２９０～２９９  

（地理、地誌、紀行） 

 

・利用が多いので最新のものを幅広く収集する。 

・地名辞典は多様な種類の資料を収集する。 

・日本各地や世界各国の地理、地誌は幅広く収集する。 

・旅行案内は単行本のほか、シリーズ物は内容を吟味したう

えで、数種類継続購入する。 

 

 

【３類 社会科学 ３００～３９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 基本書、入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 

（２） 社会科学は様々な学説や主張が対立する分野であり、又その時代を反映する分野

なので、異なる意見の資料をバランス良く収集する。 

（３） 市民の調査研究に役立つ資料や参考図書は、ある程度専門的なものも収集する。 

（４） 市民生活や仕事上の実務に役立つ実用書や実務書は、幅広く収集する。 

（５） 法改正や制度改正には、充分留意し収集する。 

 



◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜社会一般 政治＞ 

３００～３０９ 

（政治、経済、社会文化事

情、社会評論、社会思想） 

・各国の事情に関する資料は幅広く収集する。最新のデータ

に留意する。 

・著名な著者の評論に留意する。 

・代表的な社会思想は全般的に収集する。 

３１０、３１２  

（政治学、政治思想、政治

史・事情） 

・対立する意見の資料もそれぞれ収集する。 

・時事性のある資料は収集する。 

３１３～３１８ 

（政治体制、議会、政党、

国家と個人・民族、行政、

地方自治） 

 

・時事性のある資料は収集する。 

・日本の政党に関する資料は主要なものを収集する。 

・日本の行政に関する資料は幅広く収集する。 

・地方自治全般の動向に留意し最新の資料を収集する。住民

運動や民間自治組織に関する資料にも留意する。 

・市の職員に役立つ資料にも留意する。 

３１９ 

（外交、国際問題） 

・日本と外国との外交関係資料は幅広く収集する。 

・国際紛争に関するものは、多様な観点の資料を収集する。 

＜法律＞ 

３２０～３２２ 

（法律、法制史） 

・法令集は基本資料を収集し、内容を更新する。 

・体系的叢書を収集する。 

３２３～３２５ 

（憲法、民法、商法・会社

法） 

・対立する意見の資料もそれぞれ収集する。 

・話題性のある事項に関する資料は積極的に収集する。 

・ある程度専門的な資料や実用的な資料を幅広く収集する。 

３２６～３２７ 

（刑法、司法・訴訟手続法） 

・多様な観点の資料を幅広く収集する。 

・社会的関心を持たれた事件、犯罪、訴訟に関する資料に留

意する。 

３２９ 

（国際法） 

・条約集や国際法、外国人法などの資料に留意する。 

＜経済・財政＞ 

３３０～３３４ 

（経済学、経済思想、経済

史・事情、経済政策、国際

経済、人口・土地・資源） 

・新しい経済学の動向に留意する。 

・少子化問題等は新しい情報に留意する。 

３３５～３３６ 

（企業、経営、経営管理） 

 

・新しい経営学や企業経営の動向に留意する。 

・起業に役立つ資料は積極的に収集する。 

・会社実務や商店経営に役立つ資料を収集する。 

３３７～３３９ 

（貨幣・通貨、物価、景気

変動、保険） 

・歴史的資料の収集に留意する。 

・物価や景気変動に関する資料の収集に留意する。 

・投資、利殖、株式、住宅ローンなど生活や実務に役立つ資

料は利用が多いので収集する。 

・外国為替など最新の情報に留意する。 



３４０～３４９ 

（財政、租税） 

 

・地方財政関係資料にも留意する。 

・各種の租税や税申告などの解説書や実用書は最新の資料を

収集する。 

・税制改革に関する資料を収集する。 

＜統計・社会学・社会保障・社会福祉＞ 

３５０ 

（統計） 

・基本的な統計資料を継続して収集する。 

３６１～３６３ 

（社会学） 

・時事性、話題性のある資料に留意して収集する。 

・同和問題に関する資料は、異なる意見の資料をバランス良

く収集する。 

３６４～３６６ 

（社会保障、社会保険、生

活・消費者問題、労働問題） 

・利用の多い分野なので最新の資料を積極的に収集する。 

・住宅問題や消費者問題に関する資料は幅広く収集する。 

・労働条件や賃金などに関する資料を収集する。 

・職業紹介や資格試験のガイドなどは利用が多いので、最新

資料を積極的に収集する。 

３６７・３６８ 

（家庭、女性史、児童、青

少年、老人、性、犯罪） 

・利用も多く、関心も高い分野なので幅広く収集する。 

・犯罪に関する資料は社会的関心の高かった事件に留意する。 

３６９ 

（社会福祉） 

・利用が多く関心も高い分野なので積極的に収集する。 

・老人介護等の実用的な資料も幅広く収集する。 

・災害に関する資料も幅広く収集する。 

＜教育＞ 

３７０～３７５ 

（教育学、教育政策、学校

経営、学習指導） 

・教育心理学、各種の教育論などの資料を幅広く収集する。 

・いじめ、不登校などに関する資料は社会的関心も高いので

幅広く収集する。 

・教科書問題に関する資料は、対立する意見のものをバラン

ス良く収集する。 

・各教科指導に関するものは主なものを収集する。 

・教育相談、進路指導、校内問題などの資料を収集する。 

３７６～３７７ 

（幼児・初等教育、中等・

高等教育、各種学校、大学） 

・幼児、初等教育は利用が多いので積極的に収集する。 

・保育関係の実務に役立つ資料を収集する。 

・各種学校案内など受験、入学に関する資料は利用が多いの

で最新のものを収集する。 

・海外留学に関する資料は最新のものを収集する 

３７８～３７９ 

（障害児教育、社会教育、

家庭教育） 

・多様な障害に関する解説書や教育現場で役立つ実務書を収

集する。 

・点字手話等の実務書を収集する。 

・生涯学習に関する資料は幅広く収集する。 

・家庭教育に関する資料は関心も高く利用も多いので積極的

収集する。「３７６の幼児教育、保育」との関連に注意する。 

 



＜民俗＞ 

３８０～３８９ 

（風俗習慣、衣食住の習

俗、冠婚葬祭、年中行事、

伝説民話、民族学） 

 

・利用の多い分野なので入門書、概説書だけでなく、専門書

の収集にも留意する。 

・冠婚葬祭などは、実用書の収集に留意する。 

・日本と世界の伝説民話を収集する。児童図書との関連も留

意する。 

・この分野全体で、「１６０宗教」、「２１０歴史」との関連も

留意する。 

＜国防・軍事＞ 

３９０～３９９ 

（国防、軍事、戦争、戦略、

自衛隊） 

 

・国防観や戦争観の違いから意見が対立する分野なので、異

なる意見の資料をバランス良く収集する。 

・演習場を抱え、多くの自衛隊関係者の居住する地域性を考

慮し、関連する資料は積極的に収集する。 

 

 

【４類 自然科学４００～４９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 科学の理論、動向、技術、方法論などについての啓蒙書や入門書、概説書を中心

に収集する。 

（２） 最新の発見や知見を盛り込んだ科学情報の収集に留意する。 

（３） 分かりやすい文章や図版のある資料に留意する。 

（４） 各分野とも市民の学習や研究に役立つ資料に留意するが、あまり高度な専門書は

必要最小限に止める。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜科学理論＞ 

４００～４０９ 

（科学理論、評論） 

・利用が多いので古典的名著から最新の資料まで幅広く収集

する。 

＜数学＞ 

４１０～４１９ 

（数学） 

・中高生の学習に使える資料にも留意する。 

＜物理学＞ 

４２０～４２９ 

（物理学） 

・最新の物理理論に留意する。 

＜化学＞ 

４３０～４３９ 

（化学） 

・最新の化学理論に留意する。 

・中高生が使える実験に関する資料に留意する。 

＜天文学＞ 

４４０～４４９ 

（天文学、宇宙科学） 

・最新の宇宙理論や天体探査に関する資料に留意する。 

・天体観測に関する資料は利用が多いので幅広く収集する。 

 

 



＜地球科学＞ 

４５０～４５９ 

（地球科学、地学、気象学、

地質学） 

・最新の理論に留意する。 

・地震に関する資料は積極的に収集する。特に東海地震、南

関東地震に関する資料に留意する。 

・恐竜など古生物に関する資料は利用が多いので積極的に収

集する。 

＜生命科学＞ 

４６０～４６９ 

（生命科学、生物学、遺伝

学、生態学） 

・新しい発見で理論が常に更新されていく分野なので、最新

の情報に留意する。 

・「５７や５８の生命工学、生物工学」との関連に留意する。 

＜植物学＞ 

４７０～４７９ 

（植物学） 

・図鑑など学習に役立つ資料に留意する。 

・「富士山資料」との関連に注意して収集する。 

・「６２７園芸植物」との関連に注意して収集する。 

＜動物学＞ 

４８０～４８９ 

（動物学） 

・図鑑など学習に役立つ資料に留意する。 

・各動物に関する資料は幅広く収集する。 

・昆虫、魚類、鳥類、哺乳類などは「６４５飼育」との関連

に注意して収集する。 

＜医学＞ 

４９０～４９８ 

（医学、薬学） 

・生命倫理に関する資料は社会的関心も高いので収集する。 

・病気の診断、治療法、健康法などの資料は利用が多いので

幅広く収集する。 

・東洋医学、漢方医学に関する資料は利用が多いので幅広く

収集する。 

・看護や闘病記などの資料に留意する。 

・各科の病理、治療に関する資料は利用が多いので幅広く収

集する。特に成人病、老人医学、精神医学、小児科、婦人

科などの資料に留意する。 

・健康法に関する資料は利用が多いので幅広く収集する。 

・食品学、栄養学、食事療法等の資料は利用が多いので幅広

く収集する。 

・神山復生病院に関連して、ハンセン病関係の資料は積極的

に収集する。 

＜薬学＞ 

４９９ 

（薬学） 

・最新の薬に関する資料を収集する。 

・薬害や薬品分析に関する資料に留意する。 

・和漢薬、薬草に関する資料に留意する。 

 

 

 



【５類 技術・工学 ５００～５９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 科学技術は進歩が著しいので、最新の資料収集に留意する。 

（２） 入門書、概説書を中心に収集するが、一般的関心の高い分野のものは、ある程度

専門的な資料にも留意する。 

（３） 実務的な資料は積極的に幅広く収集する。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜技術・工学＞ 

５００～５０９ 

（工業基礎学、技術史、技

術評論、特許、工業経済、

生産管理） 

 

・エネルギー、工業デザインは関心が高いので収集に留意す

る。 

・技術評論は時事性のある資料に留意する。 

・特許出願に役立つ実務的な資料を収集する。 

・工業経済は、「３３０経済・経営」との関連に留意する。 

・生産管理は実務に資料を収集する。又、ＪＩＳやＩＳＯな

ど規格や基準に関する資料にも留意する。 

＜建設工学＞ 

５１０～５１９ 

（建設工学、土木工学、衛

生工学、公害、環境工学） 

・都市衛生、ごみ問題、環境問題等の資料は利用が多く、市

の行政に関係する分野なので幅広く収集する。 

＜建築学＞ 

５２０～５２９ 

（建築学、住宅建築、建築

設備、建築意匠） 

・各国の建築は幅広く収集する。 

・建築構造等は最新技術の資料を収集する。 

・住宅建築は利用が多いので実用書を中心に積極的に収集す

る。 

・建築設備は施工に関する最新の資料を収集する。 

・建築意匠、インテリアデザイン関する資料は利用が多いの

で実用書を中心に収集する。 

＜機械工学＞ 

５３０～５３９ 

（機械工学、自動車工学、

航空宇宙工学、原子力工

学） 

・自動車工学、航空宇宙工学は利用が多いので幅広く収集す

る。 

・原子力関係は、・対立する意見の資料をバランス良く収集す

る。 

＜電気工学＞ 

５４０～５４６ 

（電気工学、鉄道工学） 

・実務書を中心に最新技術の資料を収集する。 

＜通信工学、情報工学＞ 

５４７～５４９ 

（通信工学、情報工学、電

子工学） 

・通信工学はインターネットなどの実務書を中心に最新技術

の資料を収集する。 

・コンピュータ関係は利用が多いので、実務書からある程度

専門的資料も幅広く積極的に収集する。 

 



＜海洋工学＞ 

５５０～５５９ 

（海洋工学、船舶、兵器、

軍事工学） 

・兵器、軍事工学は利用が多いので幅広く収集する。 

＜金属工学＞ 

５６０～５６９ 

（金属工学） 

・実務書を中心に最新技術の資料を収集する。 

＜化学工業＞ 

５７０～５７９ 

（化学工業） 

・実務書を中心に最新技術の資料を収集する。 

＜製造工業＞ 

５８０～５８９ 

（製造工業、食品工業） 

・実務書を中心に最新技術の資料を収集する。 

・食品工業は利用が多いので幅広く収集する。 

＜家事＞ 

５９０～５９９ 

（家政学、衣服、裁縫、手

芸、食品、料理、住宅、家

庭衛生、育児） 

・利用が多いので趣味、実用に役立つ資料を幅広く、積極的

に収集する。 

・流行の変動のある分野なので最新の資料に留意する。 

・食品、料理は「３８３民俗学、４９８栄養学」との関連に

留意する。 

・住宅は「５２７住宅建築」との関連に留意する。 

・家庭衛生は「４９医学」との関連に留意する。 

 

 

【６類 産業 ６００～６９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 地域性に留意して資料収集する。 

（２） 産業の新しい動向に留意して資料収集する。 

（３） 趣味や仕事上の実務に役立つ実用書や実務書は、幅広く収集する。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

 

＜産業事情＞ 

６００～６０９ 

（産業事情） 

・最新の情報や社会の動向に留意して収集する。 

＜農業＞ 

６１０～６１９ 

（農業経済、作物栽培、工

芸作物） 

・食糧問題など社会的関心の高い分野なので最新の資料の収

集に留意する。 

・市内で栽培されている作物に関する資料に留意して収集す

る。 

＜園芸＞ 

６２０～６２９ 

（園芸、造園、公園） 

・利用が多いので積極的に幅広く収集する。 

・趣味に役立つ実用的な資料は積極的に幅広く収集する。 



・栽培作物や園芸植物は、各品種についての資料を幅広く収

集する。 

＜蚕糸業＞ 

６３０～６３９ 

（蚕糸業、養蚕） 

・市域はかつて養蚕が盛んであったので、歴史的資料に留意

する。 

＜畜産業＞ 

６４０～６４９ 

（畜産、愛玩動物） 

・愛玩動物（ペット）に関する資料は利用が多いので、幅広

く収集する。 

＜林業＞ 

６５０～６５９ 

（林業） 

・自然保護との関連に留意する。 

・山菜、キノコなどの趣味的な資料にも留意する。 

＜水産業＞ 

６６０～６６９ 

（水産業） 

・金魚、熱帯魚など飼育に関する資料は利用が多いので実用

的な資料を収集する。 

＜商業＞ 

６７０～６７９ 

（商業、広告、マーケティ

ング、貿易） 

・利用も多く社会的関心を集める分野なので幅広く収集する。 

・ビジネスの実務に役立つ資料の収集に留意する。 

・山中兵右衛門家の資料に関連して、近江商人の資料の収集

に留意する。 

＜運輸・交通＞ 

６８０～６８９ 

（交通、鉄道、観光） 

・御殿場線や小田急線の資料の収集に留意する。 

・実務に役立つ資料の収集に留意する。 

・趣味に役立つ資料の収集に留意する。 

＜通信事業＞ 

６９０～６９９ 

（通信、放送） 

・技術革新の著しい分野なので、最新に資料を収集する。 

 

 

【７類 芸術・美術 ７００～７９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 芸術各分野の理論や歴史は入門書、概説書を中心に収集し、作品集は図版、写真、

価格などを吟味して収集する。 

（２） 芸術家研究や伝記は幅広く収集する。 

（３） 各分野の技法書は、趣味に役立つ資料を中心に幅広く収集する。 

（４） 音楽や芸能に関する資料は、各ジャンルを幅広く収集する。 

（５） スポーツ関する資料は、各ジャンルを幅広く収集する。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜美術＞ 

７００～７０９ 

（美術史、美術評論） 

・美術史は日本及び主要な国々のものを収集する。 

・著名な美術史家、評論家の資料に留意する。 

 



＜彫刻＞ 

７１０～７１９ 

（彫刻） 

・仏像に関する資料も利用が多いので収集する。 

＜絵画＞ 

７２０～７２９ 

（絵画、漫画、グラフィッ

クデザイン、書道） 

・絵画作品の資料は著名な画家のものを収集する。 

・漫画は一般向けで内容が優れたものや評価の高い作家の作

品を中心に収集する。 

・物事の解説の手段として漫画を用いた、各分野の入門書や

学習書は、内容を吟味して収集する。 

・図案、イラスト集は利用が多いので積極的に収集する。 

＜版画＞ 

７３０～７３９ 

（版画） 

・版画作品集の収集に留意する。 

＜写真＞ 

７４０～７４９ 

（写真、印刷） 

・写真集は幅広く収集する。 

・写真機、写真技術（デジタル写真等）に関する資料は利用

が多いので、最新に資料を収集する。 

＜工芸＞ 

７５０～７５９ 

（工芸、染織、デザイン） 

・利用が多い分野なので幅広く収集する。 

・趣味に役立つ資料を収集する。 

・「５９４手芸」との関連に留意する。 

・折り紙や工作の資料は児童書との関連に留意する。 

＜音楽＞ 

７６０～７６９ 

（各国の音楽、楽器、声楽、

邦楽、舞踏） 

・音楽家の伝記は幅広く収集する。 

・演奏家や演奏記録の案内書は最新の資料を収集する。 

・声楽は民謡、唱歌、歌謡曲、シャンソン、ジャズなど趣味

に役立つ資料を収集する。 

・舞踏は日本舞踊やバレエなどの入門書、概説書を収集する。 

＜演劇＞ 

７７０～７７９ 

（演劇、映画、大衆演芸） 

・各種の演劇に関する資料を収集する。 

・映画人の伝記に関する資料を収集する。 

・話題になった映画等の作品に関する資料に留意する。 

・大衆演芸に関する資料は利用が多いので幅広く収集する。 

＜スポーツ＞ 

７８０～７８９ 

（スポーツ、戸外レクリエ

ーション、釣り、相撲、武

術） 

・利用が多いので幅広く収集する。 

・スポーツは各競技の実技書、ルールブックなどは最新のも

のを収集する。 

・新しい種目や競技の資料にも留意する。 

・戸外レクリエーションの資料は社会教育や地域の行事に役

立つ資料に留意する。 

・釣り、相撲、武術は利用が多いので幅広く収集する。 



＜諸芸＞ 

７９０～７９９ 

（茶道、華道、囲碁、将棋、

ゲーム、ダンス） 

・利用が多いので幅広く収集する。 

・趣味に役立つ資料を収集する。 

 

 

【８類 言語 ８００～８９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 教養、学習、実用に役立つ資料を収集する。 

（２） 基本的な文法書、会話学習書を中心に収集する。 

（３） 辞典類は各言語とも幅広く体系的に収集する。 

◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜言語学＞ 

８００～８０９ 

（言語学、言語生活） 

・基本的な資料を収集する。 

・会話術、冠婚葬祭などのスピーチに関する資料は利用が多

いので幅広く収集する。 

＜日本語＞ 

８１０～８１９ 

（日本語、作文、方言） 

・利用が多いので幅広く収集する。 

・常用漢字や仮名遣いなどの改定に留意する。 

・書簡、式辞、論文の書き方などの実用的な資料は収集する。 

・方言に関する資料は、静岡県、山梨県、神奈川県の資料に

留意する。 

＜外国語＞ 

８２０～８９９ 

（作文、文法、会話） 

・利用が多いので入門書、概説書を中心に幅広く収集する。 

・各言語の語学書は幅広く収集する。特に主要言語以外の言

語にも留意する。 

・主要言語の会話や学習に役立つ資料は幅広く収集する。 

 

 

【９類 文学 ９００～９９９】 

◆ 全般的留意事項 

（１） 教養、娯楽、研究に役立つ資料を収集する。 

（２） 利用の多い分野なので市民の要望を考慮して収集する。 

（３） 古典に関しては、文学史上一定の評価を得ているものを収集する。 

（４） 現代作品は文学的評価や著者の社会的評価等を考慮して収集する。 

（５） 文学賞を受賞した作品など、話題性のあるものの収集に留意する。 

 

 

 

 

 



◆ 各主題別に留意すべき点、あるいは重視すべき点は以下のとおり。 

＜文学一般＞ 

９００～９０７ 

（文学史、文学評論、児童

文学、児童文学、文学全集、

叢書） 

・基本的な資料を収集する。 

・基本的な全集や作品集を収集する。 

・児童文学は研究に役立つ資料を収集する。配架は児童室に

置く。 

＜全集＞ 

９０８ 

（世界文学全集） 

・基本的な全集や作品集を収集する。 

・個人全集は著名な作家のものに限定する。 

＜児童文学＞ 

９０９ 

（児童文学研究） 

・児童文学は研究に役立つ資料を収集する。配架は児童室と

する。 

・作品、作家評論や作品リストは幅広く収集する。 

＜日本文学＞ 

９１０ 

（日本文学研究） 

・作家研究は知名度や文学的評価を考慮し幅広く収集する。 

 

＜詩歌＞ 

９１１ 

（和歌、短歌、俳句、詩） 

・利用が多いので入門書、概説書を中心に幅広く収集する。 

・古典の注釈書は評価の高いものを中心に収集する。 

＜戯曲＞ 

９１２ 

（戯曲） 

・シナリオは話題性のあるものに留意する。 

＜小説、物語＞ 

９１３ 

（小説、物語） 

・古典作品の収集に留意する。 

・現代作品は利用が非常に多いので、幅広く積極的に収集す

る。利用の多い作品は複本を用意する。 

・代表的な作家の作品集などは収集する。 

・新書版ノヴェルスのシリーズ物は、著者の知名度や出版社

を評価して継続収集する。 

＜随筆、評論＞ 

９１４ 

（随筆、評論） 

・古典作品の収集に留意する。 

・現代作品は利用が非常に多いので、幅広く積極的に収集す

る。 

・代表的な作家の作品集などは収集する。 

＜日記、紀行＞ 

９１５ 

（日記、紀行） 

・古典作品の収集に留意する。 

・現代作品は利用が多いので、幅広く積極的に収集する。 

・代表的な作家の作品集などは収集する。 

＜手記、ルポルタージュ、風刺＞ 

９１６、９１７ 

（手記、ルポルタージュ） 

・個人的体験記や闘病記などの手記の収集にも留意する。 

・風刺は古典作品にも留意する。 



＜日本文学全集＞ 

９１８ 

（日本文学全集、叢書、個

人全集） 

・日本文学全集は蔵書点数が多いので、収録作家及び作品を

良く吟味して収集する。 

・代表的な作家の全集は、蔵書する全集とのバランスなどを

考慮し収集する。 

・配架は壁面書架とする。 

＜漢詩、漢文＞ 

９１９ 

（漢詩、漢文） 

・古典作品の収集に留意する。 

 

＜外国文学＞ 

９２０～９９９ 

（中国文学、英米文学、ド

イツ文学、フランス文学、

スペイン文学、イタリア文

学、ロシア文学、その他の

外国文学） 

・古典作品の収集に留意する。特に中国文学の古典は利用が

多いので留意する。 

・作家及び作品研究や解説書は評価の高いものを中心に収集

する。 

・現代小説は利用が多いので幅広く収集する。特に英米文学

の収集に留意する。 

・アジア、アフリカ、オセアニア地域の文学作品にも留意す

る。 

 



２ 参考図書 

  

通読を目的とせず、主として特定の知識や情報を得るための資料を「参考図書」として

収集する。 

 参考図書は、市民が調査研究できるようにするため、館内利用資料として収集する。た

だし、比較的ハンディで利用の多いものは、貸出用とする。 

 

◆ 参考図書収集の主な留意点は次のとおり。 

（１）各分野の専門的かつ網羅的な資料を中心に収集する。 

（２）最新の資料が提供できるよう、改訂版等に注意する。 

（３）政府刊行物に留意する。特に白書類は網羅的に収集する。 

（４）年鑑は継続的に収集する。 

（５）主要な統計類は継続的に収集する。収集頻度は資料の内容や価格によって判断する。 

（６）百科事典は最新版を収集する。 

（７）法令資料は、現行法規総覧及び静岡県法規集を継続収集する。 

（８）ＪＩＳハンドブックは、２～３年毎に新版を収集する。 

（９）外国語の辞典は、主要な言語だけでなく、様々な言語のものを収集する。 

 



３ 児童図書 

 児童図書は、幼児から中学生まで、どの年齢の子どもにも読書の楽しみを発見し継続で

きるように、それぞれの発達段階を考慮して、絵本、幼年文学、児童文学、ノンフクショ

ン読み物などを各分野にわたり、幅広く収集する。ただし、学習参考書、各種問題集は、

図書館の蔵書としては収集しない。 

 

◆ ノンフィクション Ｋ０００～Ｋ８９９ 

（１）幼児から中学生まで知識、学習、娯楽に役立つ資料を収集する。 

（２）課題学習や宿題、自由研究などに役立つ資料は、小中学校と情報交換しながら収集

する。 

（３）社会科や理科の資料については、最新資料の収集に努める。 

（４）辞典、事典、図鑑類は改訂版や新規発行の資料に留意し、積極的に買替えを行う。 

（５）恐竜や昆虫、乗り物、なぞなぞなど児童の興味が集中する資料については、内容を

吟味し積極的に収集する。 

（６）趣味やスポーツ等の実用書については、入門書からやや高度なものまで収集する。 

（７）学習漫画は、主題・内容等を検討して収集する。 

 

◆ 日本、外国の文学 Ｋ９１０～Ｋ９１９ 

（１）ブックリストやガイド、書評、児童文学賞の受賞作品などを参考に収集する。 

（２）次の点に注意して収集する。 

  ① 構成は分かりやすく表現が具体的な作品か 

  ② 独創的な筋の面白さがあるか 

  ③ 主題が作品を通して、はっきりしているか 

  ④ 文体が子どもに迎合したり、教訓的になっていないか 

（３）評価の定まった作家の作品は積極的に収集する。 

（４）利用の多い作品は複本を用意する。 

 

◆ 絵本 Ｅ０～Ｅ９ 

（１）次の点に注意して収集する。 

  ① 絵に話の筋が読み取れる連続性があるか 

  ② 絵に文章を補う物語性があるか 

  ③ 絵に芸術性があるか 

  ④ ストーリーが子どもにふさわしいか 

  ⑤ 絵を文は調和されているか 

  ⑥ 言葉は声を出して読むのに適した心地良いリズムを持っているか 

（２）評価の定まった作家の作品は積極的に収集し、汚損等した場合は買替えをする。 

（３）利用の多い作品は複本を用意する。 

（４）幼児絵本で評価の定まっているものは、複本を３冊以上揃える。ブックスタートで

提供する絵本との関連にも留意する。 

（５）知識絵本は、正確さと絵本の楽しさを備えたものを収集する。 



（６）立体絵本、しかけ絵本は優れたものは閲覧用として収集する。 

（７）布の絵本など障害のある児童用の資料にも留意する。 

 

◆ 紙芝居 

（１）絵本に準じて収集する。 

 

◆ 漫画 

（１）評価の定まったものは収集対象にする。 



４ 郷土資料 

 郷土に関する歴史的文化的資料、行政資料等の現代資料、自然に関する資料及び郷土人

あるいは郷土出身者の資料などを含めて、郷土資料と定義する。これらの資料は地域的、

限定的資料が多く散逸しやすい、という性格を持っている。従って、郷土資料を収集保存

することは、地域の図書館の責務である。 

 郷土資料の収集の目的は、郷土を知り、郷土を研究する手がかりとなる資料を蓄積し、

市民の生活を資料や情報面から支援することである。 

  

◆ 地域的収集範囲 

収集の重要度は次の順による。 

（１）御殿場市を中心にその周辺地域に関する資料。 

（２）富士山及び富士山麓周辺地域に関する資料 

（２）静岡県東部地域の資料。 

（３）静岡県内の資料。 

（４）神奈川県西部、山梨県南部地方の資料。 

 

◆ 資料の発行主体による範囲 

（１）御殿場市及びその関係団体の発行した資料。 

（２）個人、団体、出版社等の発行した資料で、御殿場市に関わる内容のもの。 

（３）御殿場市に在住する個人及び団体の発行した資料。 

（４）静岡県及びその関係団体の発行した資料。 

（５）静岡県の市町が発行した資料。 

 

◆ 資料形態による範囲 

（１）御殿場市及び富士山に関係するものは、次に例示するような広範囲な資料を収集す

る。図書、雑誌、小冊子、パンフレット、地図、写真、ビデオテープ、ＣＤ、ＤＶＤ

などが該当する。 

（２）その他の資料については、図書を中心に収集する。 

 

◆ 特別に収集に留意すべきもの 

（１）富士山に関する資料は特に重視して収集する。 

 

◆ 収集冊数 

（１）御殿場市関係するものは、保存閲覧用は２～３冊とし、貸出用を１冊とする。 

（２）その他の資料については、保存閲覧用は１冊とし、貸出用を収集するかどうかは、

内容によって判断する。 



５ 逐次刊行物 

 

◆ 新聞は国内発行の主要な日刊紙を中心に収集する。収集の範囲は次のとおり 

（１） 全国紙 

（２） スポーツ紙 

（３） 静岡県や御殿場市を中心とした地方紙 

（４） 外国語新聞 

（５） 政党紙 

（６） 子ども向新聞 

 

◆ 雑誌の主要な収集分野は次のとおり 

（１） 総合雑誌 

（２） 時事に関する雑誌 

（３） 文芸誌 

（４） 女性誌 

（５） 生活情報誌 

（６） スポーツに関する雑誌 

（７） レジャーに関する雑誌 

（８） 芸術に関する雑誌 

（９） 人文科学、社会科学、自然科学の基本的な雑誌 

（１０） 地域誌 

（１１） 子供向け雑誌 



６ 視聴覚資料 

 

過去においては、レコードを収集したが、現在は保存していない。現在の所蔵資料は、

カセットテープ、音楽ＣＤ、ビデオテープ、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等である。 

資料媒体は時代とともに変化するので、その時々で必要な資料を収集する。収集にあた

っては、図書に準じて広範囲の資料を収集する。なお、市内の業者との競合を避けるため、

発売直後の資料の収集はしない。又、資料の貸出や利用にあたり、著作権許諾が必要な資

料があるので留意する。 

 



７ 障害者用資料 

 

様々な利用者を想定し、図書館の利用に障害がある方を対象に、様々な形態の資料を収

集する。収集の範囲については、図書の収集基準に準ずる。 

 

 



８ その他 

 

この基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

 



御殿場市立図書館資料除籍基準 

 

１ 目的 

この基準は御殿場市立図書館の所蔵資料のうち、汚損破損等の理由で不要となった

資料を除籍することにより、所蔵資料を常に新鮮で有効な状態に維持し、もって利用

者サービスの向上に資することを目的とする。 

２ 定義 

除籍とは、対象となる図書館資料を所定の手続きを経て、資料に関する記録を全て

削除し、資料を処分することをいう。 

３ 対象資料 

次の各号に該当するものを除籍対象とする。 

（１）汚損・破損資料 

ア 頻繁な利用により著しく破損または汚損したため補修が不可能なもの 

イ 補修に要する費用が当該資料の購入費より高価なもの 

（２）不要資料 

ア 内容等が古くなって利用されなくなり、資料的価値を失ったと判断されるも

の 

イ 新版・改訂版等の受入により、保存する必要がなくなった資料 

ウ 定期的に刊行される資料のバックナンバーで、資料的価値を失ったと判断さ

れるもの 

エ 保存期限を経過した雑誌及び新聞 

（３）弁償資料 

  ア 利用者の過失により紛失あるいは汚損・破損した資料で弁償済のもの 

（４）亡失資料 

ア 蔵書点検で引き続き４年以上所在不明の資料 

イ 天災・火災等で亡失した資料 

ウ 貸出中の資料のうち回収不能になった資料 

（５）保管替え及び数量更生 

ア 資料区分変更（保管替え）した場合の変更前の資料番号 

イ 合本等で数量を変更した場合の変更前の資料番号 

（６）その他、教育委員会が除籍を適当と認めたもの 

４ 対象外資料 

（１）静岡県、御殿場市及び近隣市町村等の重要な郷土資料 

（２）絶版等の理由により新たに入手することが困難で、特に保存の必要のあるもの 

（３）他に類する資料がなく、特に保存の必要のあるもの 

５、除籍の決定等 

図書館資料の除籍決定は教育委員会が行い、図書館コンピュータシステムの処理

により出力された除籍資料一覧表等により決裁する。 



 

この基準は平成５年４月１日から適用する。 



御殿場市立図書館リクエスト処理内規 

 

第 1条 この内規は、御殿場市立図書館資料収集方針に基づき、資料に関して

利用者からの要求（リクエスト）にあたっての具体的な判断基準を定めるも

のである。 

 

第２条 資料購入費、蔵書スペースが限られていることを勘案し、リクエスト

内規は次のとおりとする。 

（１）利用者への公平なサービスを優先する。 

（２）特定の要求については、他の利用者のニーズも勘案する。 

（３）資料は、市民の財産であるため、長期的保存に耐えるものであるよう 

留意する。 

（４）全体的な蔵書構成バランスを考慮する。 

２ リクエストとして受付しないものは、基本的に次のとおりとする。なお、

以下の項目に該当しなくても予算等の都合で購入できないこともある。 

（１）高額なもの 

（２）ＡＶ資料（ＣＤ，ＤＶＤなど）、コミック、専門性の極度に高いもの 

（３）継続的に刊行されるもの、及びこれに類するもの。（全集、シリーズ、

雑誌、新聞など） 

（４）学習参考書、問題集などの資料 

（５）娯楽性の高いものや、通俗的で興味本位の資料 

（６）発売前のもの 

 

第３条 リクエストに応ずることができないことを決定した場合は、即時理由

を添えてその旨を伝える。 

 

第４条 リクエストされた資料の選定は、御殿場市立図書館資料選定基準に基

づく。 


